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経済産業大臣あて

本事業は、東急不動産株式会社が岩手県久慈市、軽米町及び九戸村の行政界域
において、 単機出力が 4,000kW-----5,000 k Wの風力発電機を最大 15 基設置する

ものであり、 再生可能エネルギーの導入による地球温暖化対策に資するもので
ある。

一方、風力発電設備の稼働に伴う騒音が養鶏場に与える影響について、地域か
ら懸念の声が出ている。

また、対象事業実施区域及びその周辺は、軽石質火山砕屑物が分布するなど環
境影響を受けやすい地域であり、 開発行為による土地の安定性の変化を詳細に

調査・予測する必要がある。
加えて、水環境、動物・植物、生態系、人と自然との触れ合いの活動の場など

の環境要素に係る調査、 予測及び評価の手法に課題がみられる。
このため、本事業の実施に当たっては、下記の措置を適切に講ずるよう、事業

者に対し勧告されたい。

記

1 総括的事項
(1) 事業規模が配慮書段階より拡大しているが、 最終案に至った過程におけ

る環境面からの検討の経緯が方法書で示されていないことから、速やかに対
応し、 公表すること。

(2) 対象事業実施区域及びその周辺には、 他事業者が計画している風力発電
事業が存在し、将来的に累積的な環境影響が懸念されることから、他事業者
との調整及び情報収集に努め、累積的な環境影響について調査、予測及び評
価を実施すること。

(3) 対象事業実施区域及びその周辺の土地の所有者から、 土地や周辺環境の
状況についての情報や計画に対する懸念事項等を丁寧に聴取すること。
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